
２29.　7.　1

　【日時】７月１３日（木）
午前１０時４０分～正午
（１０時半から会場入り
口で受け付け）
　【会場】中央図書館視
聴覚ホール
　【議題】これからの防
災教育に向けて～学校
と地域の連携を考える
ほか
　詳しくは教育総務課
庶務係☎４７０・７７７５へ。

　
市
で
は
、
来
春
小
・
中
学
校
へ

入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
病
気
や
発

育
な
ど
で
、
悩
み
や
不
安
な
ど
を

感
じ
て
い
る
保
護
者
を
対
象
に
、

就
学
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 　

一
人
ひ
と
り
の
お
子
さ
ん
が
、

可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
す
た
め

の
適
切
な
学
校
教
育
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
就
学
相
談

員
が
相
談
・
情
報
提
供
し
ま
す
。

　
【
受
付
日
時
】７
月
３
日（
月
）か

ら
。
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
【
受
付
・
相
談
会
場
】
指
導
室

（
市
役
所
６
階
。
電
話
受
け
付
け

も
可
）

　
【
相
談
内
容
】子
ど
も
の
発
達
や

日
常
の
様
子
、
就
学
に
つ
い
て

　
詳
し
く
は
同
室
特
別
支
援
教
育

係
就
学
相
談
員
☎
４
７
０
・
８
０

３
２
へ
。

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
や
団

体
に
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、

時
期
や
理
由
を
問
わ
ず
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が

寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
す
る
と

罰
則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

「
贈
ら
な
い
！
」、有
権
者
は
政
治

家
に
寄
附
を「
求
め
な
い
！
」、政

治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は

「
受
け
取
ら
な
い
！
」
の
「
三
な

い
運
動
」
を
皆
さ
ん
で
徹
底
し
、

明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
政
治
家
」

と
は
、
現
に
公
職
に
あ
る
人
に
加

え
、
候
補
者
や
候
補
者
に
な
ろ
う

と
し
て
い
る
人
も
含
み
ま
す
。

　
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
へ
。

◎
家
屋
の
調
査
に
つ
い
て

　
　
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
・

３０
都
市
計
画
税
の
基
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、
１
月
２
日
～

　
年
１
月
１
日
に
新
築
や
増
築
し

３０た
家
屋
を
対
象
に
、家
屋
調
査
を

行
い
ま
す
。調
査
は
原
則
、市
職
員

が
複
数
人
で
伺
い
、
所
有
者
の
立

ち
会
い
の
下
、
家
屋
の
外
と
内
部

の
間
取
り
・
使
用
資
材
な
ど
を
確

認
す
る
も
の
で
す
。
調
査
を
行
う

と
き
は
、
事
前
に
文
書
で
連
絡
し
、

日
時
を
調
整
し
て
か
ら
伺
い
ま
す
。

◎
家
屋
の
取
り
壊
し
・
増
築
の
際

に
は
ご
連
絡
を

　
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
場
合
、
ま
た
は
増
築
し

た
場
合
に
は
、
登
記
・
未
登
記
に

か
か
わ
ら
ず
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
土
地
の
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
土
地
の
利
用
状
況
を
調
査
す
る

た
め
、
市
職
員
が
市
内
全
域
を
自

転
車
で
巡
回
し
ま
す
。
調
査
の
実

施
期
間
は　
月
～　
月
頃
で
す
。

１０

１２

　
※
家
屋
・
土
地
と
も
に
、
調
査

時
は
市
職
員
が
「
固
定
資
産
評
価

補
助
員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）、同
課
土

地
資
産
税
係
（
内
線
２
３
３
８
・

２
３
３
９
・
２
３
４
１
）
へ
。

◎
介
護
保
険
被
保
険
者
証
や
負
担

割
合
証
を
紛
失
・
汚
損
し
た
と
き

　

申
請
に
よ
り
、
郵
送
ま
た
は
直

接
介
護
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）

で
再
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
同
課

で
被
保
険
者
本
人
が
直
接
再
交
付

証
を
受
け
取
る
場
合
は
、
次
の
①

と
②
が
必
要
で
す
。

　
①
本
人
確
認
が
で
き
る
身
元
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ

ー
ト
な
ど
）②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）が
確
認
で
き
る
書
類（
個

人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

　
被
保
険
者
と
同
一
世
帯
の
方
が

代
理
で
再
交
付
手
続
き
す
る
場
合

は
、
前
記
①
と
②
に
加
え
、
代
理

人
の
身
分
証
明
書
が
必
要
で
す

（
同
一
世
帯
の
確
認
が
取
れ
な
い

場
合
は
、
再
交
付
証
を
窓
口
で
受

け
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
４
７

０・７
７
５
０
ま
た
は
☎
４
７
０・

７
８
１
８
へ
。

　
　
歳
以
上
の
介
護
保
険
の
被
保

６５
険
者
で
、
要
介
護
（
支
援
）
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
お
よ
び
事
業

対
象
者
に
交
付
し
て
い
る
「
介
護

保
険
負
担
割
合
証
」
が
、
８
月
１

日
を
基
準
日
と
し
て
一
斉
更
新
と

な
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
（
火
）
か
ら
使
用
す

る
新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合

証
」
は
、
７
月
末
ま
で
に
郵
送
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た

負
担
割
合
証
は
「
水
色
」
で
し
た

が
、
新
し
い
負
担
割
合
証
は
「
桜

色
」
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日（
火
）以
降
に
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
は
、必
ず

「
介
護
保
険
被
保
険
者
証（
緑
色
）」

と
共
に
、新
し
い「
介
護
保
険
負
担

割
合
証（
桜
色
）」を
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
（
水

色
）」で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
と
、
差
額
分
の
納
付
や
払

い
戻
し
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

【
交
付
対
象
】要
介
護（
支
援
）認

定
を
受
け
た
方
・
事
業
対
象
者

　

【
交
付
時
期
】原
則
年
１
回（
８

月
１
日
）。
た
だ
し
、住
民
税
の
所

得
更
正
な
ど
に
よ
り
負
担
割
合
が

変
更
に
な
っ
た
方
や
、
新
た
に
要

介
護
（
支
援
）
認
定
を
受
け
た
方
、

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
判
定
を

受
け
た
方
に
は
随
時
交
付
し
ま
す

　

【
適
用
期
間
】８
月
１
日（
新
た

に
認
定
を
受
け
た
方
は
申
請
日
）

～
翌
年
の
７
月　
日
３１

◎
利
用
者
負
担
の
割
合
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
際
の
利
用
者
負
担
は
、
前
年

の
所
得
金
額
に
応
じ
、
２
割
ま
た

は
１
割
に
な
り
ま
す
。

　

【
２
割
の
方
】本
人
の
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上

の
方
（
た
だ
し
、
本
人
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以

上
の
方
で
も
、
年
金
収
入
と
そ
の

他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
が
単

身
世
帯
で
２
８
０
万
円
未
満
、　
６５

歳
以
上
の
方
が
２
人
以
上
の
世
帯

で
３
４
６
万
円
未
満
の
方
は
１
割

負
担
と
な
り
ま
す
）

　

【
１
割
の
方
】
前
記
以
外
の
方

国民健康保険における高齢受給者証判定基準
※判定対象者は、７０歳以上の国民健康保険被保険者です。

申請による再判定により変更となるもの申請による再判定の基準一部負担金割
合の当初判定

課税所得金額
（※１）

一部負担金割合が２割（※３）になります
（申請がない場合は３割と判定）

収入３８３万円未満（判定対象者が２人以
上の場合は５２０万円未満）

３割（現役並
み所得者）

判定対象者の
中で、１４５万円
以上の方が１
人でもいる場
合

判定対象者が１人の場合で、特定同一
世帯所属者（※２）の収入も含み、収
入が３８３万円以上５２０万円未満

申請による変更はありません上記以外の方
住民税課税世帯（一般）（※４）

２割（※３）
判定対象者全
員が１４５万円未
満の場合

一部負担金割合の変更はありませんが、申請により
高額療養費の自己負担限度額などが下がる「限度額
適用・標準負担額減額認定証」が交付されます

住民税非課税世帯

※１　課税所得金額とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額のことです。
　　　一部負担割合の判定日が属する年の前年（判定日の属する月が１月～７月の場合は前々年）の１２月３１日現在に世帯主で、同一世

帯に合計所得３８万円以下である１９歳未満の被保険者がいる場合は、【課税所得金額－（１６歳未満の被保険者数）×３３万円－（１６歳
～１９歳未満の被保険者数）×１２万円】で算出された所得金額で一部負担金割合の判定をします。

※２　特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に
属する方のことです。

※３　一部負担金割合が２割の方で、生年月日が昭和１９年４月１日以前の方は、軽減特例措置の対象となり１割負担です。
※４　平成２７年１月２日以降に７０歳に到達する被保険者が属する世帯で、判定対象となる方の「旧ただし書所得」の合計額が２１０万円以

下の場合も一部負担金割合は２割（※３）です（旧ただし書所得とは、総所得金額、山林所得金額、株式・長期〈短期〉譲渡所
得金額の合計額から、基礎控除額３３万円を控除した金額のことです）。

　
　
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
被

７０
保
険
者
に
は
、
被
保
険
者
証
に
一

部
負
担
金
割
合
（
１
割
～
３
割
）

が
表
記
さ
れ
て
い
る
「
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

証
」（
以
下
、被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証

の
一
部
負
担
金
割
合
は
、　

年
度

２９

の
住
民
税
課
税
所
得
に
基
づ
い
て

判
定
し
、８
月
に
更
新
し
ま
す（
左

下
表
参
照
）。
こ
の
判
定
に
よ
り
、

一
部
負
担
金
割
合
に
変
更
の
あ
る

方
に
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証
を
７
月
中
旬
に
世

帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】今
回
の
判
定
に
よ
り

一
部
負
担
金
割
合
が
変
わ
ら
な
い

方
は
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
引
き
続
き

ご
利
用
く
だ
さ
い

一
部
負
担
金
割
合
が
３

割
で
も
申
請
で
２
割
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
申
請
に
よ
る
再
判
定
の
基
準
に

該
当
し
、
一
部
負
担
金
割
合
が
３

割
か
ら
２
割
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
方
に
は
、
案
内
と
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
。

　
再
判
定
を
希
望
す
る
方
は
、
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
、　
２８

年
分
の
収
入
額
が
確
認
で
き
る
も

の
（
確
定
申
告
書
の
控
え
、
源
泉

徴
収
票
な
ど
）、世
帯
主
お
よ
び
対

象
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確

認
書
類（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）、身

元
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）
を

持
参
の
上
、
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
認
め

ら
れ
た
場
合
、
申
請
の
翌
月
１
日

か
ら
２
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
※
一
部
負
担
金
割
合
は
、
毎
年

８
月
に
年
次
更
新
さ
れ
ま
す
が
、

世
帯
構
成
の
変
更
や
修
正
申
告
な

ど
に
よ
り
、
年
次
更
新
時
以
外
で

も
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
部
負
担
金
割
合
が
２
割

で
、
生
年
月
日
が
昭
和　
年
４
月

１９

１
日
以
前
の
方
は
、
軽
減
特
例
措

置
の
対
象
と
な
り
１
割
負
担
で
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

　
　
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
、

６５
　
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定
通

２９知
書
を
、
７
月　
日
（
水
）
に
送

１２

付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
天

引
き
と
な
る
方
と
、
指
定
さ
れ
た

納
期
限
ま
で
に
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
の
方
法
に
よ
り
各
自
で
納

め
る
方
が
い
ま
す
。
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

保
険
料
額
や
保
険
料
の
納
付
方
法

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、
市
役

所
本
庁
舎
お
よ
び
各
連
絡
所
の
ほ

か
、
銀
行
や
郵
便
局
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
）
な
ど
の
各
金
融
機
関
、
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納

付
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
す
る

場
合
に
限
り
ま
す
）。
ま
た
、日
中

に
外
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
、

納
め
忘
れ
が
心
配
な
方
は
、
便
利

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
料
額
の
決
ま
り
方

　
　
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
額
は
、
市
全
体
の
介
護
保
険
の
サ

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
が
賄
え
る

よ
う
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」
を

基
に
、
被
保
険
者
本
人
や
世
帯
員

の
前
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
算
出

さ
れ
ま
す
。
所
得
が
少
な
い
方
に

は
、
低
い
保
険
料
額
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

◎
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
介
護
保
険
制
度
は
、　

歳
以
上

６５

の
方
が
納
め
る
保
険
料
の
ほ
か
、

　
歳
～　
歳
の
方
が
公
的
医
療
保

４０

６４

険
の
保
険
料
と
併
せ
て
納
め
て
い

る
保
険
料
、
納
税
者
全
員
が
負
担

す
る
公
費
（
税
金
）
を
財
源
と
し

て
、
多
く
の
方
で
負
担
を
分
か
ち

合
う
こ
と
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
う
し
た
負
担
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
、
保
険
料
を
滞
納
し
た
方

に
は
、
そ
の
滞
納
の
期
間
に
応
じ

て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

際
の
保
険
給
付
に
一
定
の
制
限
を

設
け
る
措
置
（
自
己
負
担
割
合
の

引
き
上
げ
や
給
付
の
一
部
差
し
止

め
な
ど
）
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
　
介
護
保
険
は
介
護
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
に
、
誰
も
が
安
心
し
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
た
め
の

制
度
で
あ
り
、
介
護
を
受
け
る
本

人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
族
に
か

か
る
負
担
を
軽
く
す
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
期
内
納
付
に
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

◎
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　
市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
年
度
の
運
用
状
況
は
、
次
の
通

２８り
で
す
。

　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
処
理

状
況
は
、　

件
中
、
開
示
決
定　

３０

１０

件
、
一
部
開
示
決
定
７
件
、
非
開

示
決
定　
件（
う
ち
不
存
在　
件
）

１３

１３

で
し
た
。
訂
正
請
求
の
処
理
状
況

は
、
９
件
中
、
棄
却
９
件
で
し
た
。

ま
た
、
苦
情
申
出
が
３
件
あ
り
ま

し
た
。
利
用
中
止
請
求
お
よ
び
審

査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て
い
ま
す
。　

年
度
の
利

２８

用
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
処
理
状

況
は
、　

件
中
、
開
示
決
定　
件
、

７２

１８

一
部
開
示
決
定　
件
、
非
開
示
決

４５

定
８
件（
う
ち
不
存
在
８
件
）、取

り
下
げ
１
件
で
し
た
。
ま
た
、
審

査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
詳
し
く
は
総
務
課
法
務
・
文
書

担
当
☎
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　

年
度
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運

年
度
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用用

２８２８状
況
と
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状

状
況
と
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況況

７
月
1
日
～
８
月　

日
は

３１

寄
附
禁
止
強
化
期
間
で
す

就
学
予
定
児
童
・
生
徒

就
学
予
定
児
童
・
生
徒
のの

就
学
相
談
の
お
知
ら

就
学
相
談
の
お
知
ら
せせ

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税
のの

現
況
調
査
に
ご
協
力

現
況
調
査
に
ご
協
力
をを

新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証

新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」」

を
送
付
し
ま

 

を
送
付
し
ま
すす

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証証

を
更
新
し
ま

 

を
更
新
し
ま
すす

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証証

を
更
新
し
ま

 

を
更
新
し
ま
すす

　

年
度
介
護
保
険
料

年
度
介
護
保
険
料
額額

２９２９決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
すす

総合教育会議総合教育会議をを
開催しま開催しますす

第２回


